
○　主文
一　原告の請求を棄却する。
二　訴訟費用は原告の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求める裁判
一　請求の趣旨
１　被告は原告に対し一五、〇〇〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和四八年四月二
〇日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
３　仮執行宣言
二　請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二　原告の請求原因
一　原告は、昭和四七年九月二五日、原告所有の東京都中野区＜地名略＞ほか二筆
の宅地（以下「本件土地」という。）に、いわゆる分譲マンシヨンとして鉄筋コン
クリート造地下一階地上六階の建物（後に設計変更がなされたものを含みこの建築
予定の建物を以下「本件建物」という。）を建築すべく、被告の建築主事Ａに対し
建築基準法（以下「法」という。）六条に基づく建築確認の申請をした。
なお、右確認申請は、訴外Ｂの名義でしたものであるが、これは原告が本件建物の
設計監理の一切を建築士である同人に依頼し、建築主の名義も形式上は同人とした
ことによるものであり、実質上の建築主及び確認申請者は後記変更届がなされたと
おり原告であつた（したがつて、以下においては、建築主及び確認申請者は右変更
届の前後を問わず特に原告とＢの区別をせず原告であつたものとする。）。
二　ところが被告の建築主事は、本件土地の近隣住民が日照阻害を理由に本件建物
の建築に反対しているとして、原告に対し、本件建物の建築計画について近隣住民
らと話合つてその了解を得るよう求め、原告の確認申請に対しては確認をすること
を留保して放置した。
三　そこで原告は、昭和四八年一月二二日までの間合計六回にわたり近隣住民と話
合い、その要望を容れて本件建物を一部三階にするなど大幅に設計変更し、同年一
月二四日ころ被告の建築主事に対して右設計変更を内容とする変更届を提出し、ま
た同年二月一三日には確認申請者及び建築主の名義をＢから原告に変更する旨の届
を提出した。
四　原告の確認申請にかかる設計変更後の本件建物の建築計画は、敷地、構造及び
建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に完全に適合してお
り、しかも昭和四八年二月五日ころには法九三条一項の管轄消防署長の同意を得た
のであるから、このころ以降原告の確認申請に対して被告の建築主事が確認をなす
ことについてなんらの法的障害はなかつたにもかかわらず、建築主事は、原告の口
頭または文書による度重なる要請あるいは確認申請を放置することが違法であるこ
との確認を求める行政訴訟（訴変更前の本訴）の提起をいずれも無視して、なおも
違法に原告の確認申請に対して確認をすることなくこれを放置した。
五　しかるところ、本件土地は、昭和四八年四月一九日付東京都告示により、その
一部が第一種高度地区に、他の部分が第二種高度地区に指定され、その結果原告の
確認申請にかかる本件建物は法規に適合しないことになり、これを建築することは
もはや不能となつた。
六　本件建物の建築が不能となつたのは、帰するところ被告の建築主事Ａが原告の
確認申請に対して職務上確認すべき義務があるにもかかわらず、本件土地が高度地
区に指定されることを見越して前記のとおり原告の確認申請を違法に放置して故意
に確認をしなかつたことに起因するところ、同建築主事は被告の公権力を行使する
公務員であるから、被告は国家賠償法一条によりＡ建築主事の右の違法な不作為に
より被つた原告の後記損害を賠償すべき義務がある。
七　原告は本件建物の建築が不能となつたことにより左の損害を被つた。
１　逸失利益一三、〇〇〇、〇〇〇円
高度地区の指定により、本件建物の建築が不能となつたため、原告は、やむなく本
件土地に建築可能な小規模な一部五階建建物（総床面積四三七・四〇平方メート
ル、分譲価格の基礎となる専用床面積三七一・四六平方メートル）一棟と木造二階
建建物四棟を建築して、これを分譲することに建築計画を変更し、その設計及び建
築工事請負契約を締結した。しかるところ、本件建物（ただし前記設計変更の後の
もの。総床面積一一七六・四八平方メートル、専用床面積一一一七・四七平方メー



トル）の分譲により原告が得られる純利益は別紙一のとおり一二六、三一二、六〇
〇円であり、建築計画の右変更後の建物を分譲することによつて得られる純利益は
別紙二のとおり六〇、七三五、四〇〇円であるから、その差額六五、七七二、二〇
〇円は、本件建物の建築が不能となつたことにより原告が被つた損害である。原告
は、右金額のうち一三、〇〇〇、〇〇〇円の賠償を求める。
２　設計料三、五〇〇、〇〇〇円
原告が本件建物の設計を依頼したＢに対し支払うべき設計料のうち、同人に支払を
約した分である三、五〇〇、〇〇〇円について、原告は賠償を求める。
３　金利相当損害金二、一七〇、〇〇〇円
原告は、本件土地の取得費用及び本件建物の建築費用として、一五〇、〇〇〇、〇
〇〇円を年利八・五パーセントで銀行から借入れていたものであるところ、
（一）　本件土地の取得費（土地代金のほか仲介手数料を含む。）八七、七六〇、
六〇〇円に対する確認をなすについての法的障害がなくなつた昭和四八年二月五日
から同年四月一五日までの七〇日間の金利相当額は、原告がＡ建築主事の違法な不
作為により本件土地を有効に使用しえなかつた期間の本件土地の使用料相当の損害
額というべき金額であつて、右金利相当額のうち一、四三〇、〇〇〇円と、
（二）　原告の前記借入金一五〇、〇〇〇、〇〇〇円から、右（一）の本件土地の
取得費を除いた金額のうち六〇、〇〇〇、〇〇〇円に対する右（一）の七〇日間の
借入金金利年八・五パーセントと普通預金金利年二パーセントの金利差年六・五パ
ーセントの割合による金員も原告の被つた損害であり、そのうちの七四〇、〇〇〇
円
の合計額二、一七〇、〇〇〇円について、原告は賠償を求める。
４　弁護士費用二、〇〇〇、〇〇〇円
原告は、弁護士である原告訴訟代理人らに依頼し、本件を提起しての遂行にあたら
せた。これに要した弁護士費用二、〇〇〇、〇〇〇円も、原告の被つた損害であ
る。
八　よつて原告は被告に対し、前記損害金二〇、六七〇、〇〇〇円のうち一五、〇
〇〇、〇〇〇円とこれに対する不法行為の後である昭和四八年四月二〇日から支払
ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第三　請求原因に対する認否及び被告の主張
一　認否
１　請求原因一ないし三の事実はいずれも認める。
２　同四のうちＡ建築主事が原告の確認申請を放置したのが違法であるとの原告の
主張は争う。
３　同五の事実は認める。
４　同六の原告の主張は争う。
５　同七の事実はいずれも知らない。主張の趣旨は争う。
二　被告の主張
１　原告の確認申請に対する審査及び行政指導の経緯について
被告は、昭和四七年五月ころから建築紛争調整制度を設け、四階建以上の中高層建
築物の建築確認申請があつた場合、確認処分を行なう前に、申請者に対し、当該建
築計画を事前に公開し、日影図を作成して日照阻害を受ける近隣住民の同意を得る
よう行政指導を行なつており、また、同年一二月一五日には従来の行政指導方針を
要綱化した中野区中高層建築物に関する指導要綱（以下「指導要綱」という。）を
制定しこれを実施していたものである。ところで、原告の確認申請にかかる本件建
物の建築計画は、鉄筋コンクリート造地上六階地下一階の共同住宅、いわゆるマン
シヨンの新築であり、また本件土地は、騒音、悪臭等の発生源となつていた公害指
定工場の移転跡地であつたこともあつて、本件建物の建築により日照阻害を受ける
近隣住民から、被告に対し本件土地を公共用地として買収してほしい旨の陳情が従
前からなされていた。
さらに、本件建物の建築についてはすでに昭和四七年九月七日に原告と近隣住民と
の話合い（第一回会合）がなされ、これが継続中であつた。そこで、被告は、原告
の確認申請に対する審査と並行して、以下（一）ないし（六）の経緯のとおり原告
に対し近隣住民と話合うよう行政指導を行なつた（本件では当初の確認申請におけ
る申請者及び建築主はＢであるが、原告主張のように本件建物の実質上の建築主し
たがつて確認申請者は、これらを原告に変更する届が提出された前後を問わず原告
であつたものであるから、本件においては右変更届の提出の前後を区別せず、確認
申請者等は原告として表示することとする。）。



なお、原告の確認申請にかかる書類には、各種の記載もれ、あるいは境界線の不明
確等の不備があつたので、被告の建築主事は、数回にわたり原告に対しその訂正を
指示するとともに、昭和四七年一〇月七日と同年一二月二一日には法六条四項に基
づき、同条三項所定の期間内に確認できない旨の通知を行なつた。
（一）　被告の建築主事は、昭和四七年九月二五日原告の確認申請を受理する際、
原告に対し本件建物の建築計画を公開し、本件土地の近隣住民と話合いを行なうよ
う指示し、また同月二八日に住民から本件建物建築に反対する陳情を受けたので、
同年一〇月二日には原告に対し右陳情がなされている事情を伝え、本件建物の規
模、態様、建築工事の概要及び日照阻害の程度等を住民に周知させ、その合意を得
ることを指示した。
（二）　そこで原告と住民との話合いが同年一〇月一九日に行なわれ（第二回会
合）、原告は、当初の計画による本件建物の建築について住民の同意を求めたが、
このときは日影図が作成されていなかつたため、日照阻害の程度が明確でないとい
うことから、後日原告において日影図を作成したうえで話合うことになつた。
なお、被告は、同年一一月二〇日、二二日、二七日にそれぞれ原告に対し紛争解決
のための話合いを促し、行政指導を行なつた。
（三）　原告は、その後日影図を作成して住民側に事前に提出し、同年一一月二八
日ころに双方の話合い（第三回会合）が行なわれた。その際原告は、本件建物の有
効住宅面積を約三五〇坪に縮小する案を提案し住民の同意を求めたが、これに対し
住民側のＣ区議会議員から右面積を約二六〇坪にする提案がなされ、二つの案につ
き双方とも検討することになつた。
そして以上に基づき同年一二月三日にさらに双方の話合い（第四回会合）が行なわ
れ、右の各案を図面化したものについて双方の検討がなされたが、結局合意は成立
せず、原告は自己の縮小案をさらに一部縮小した案を住民に対し提示した。
（四）　被告は、以上の原告と住民の話合いの経緯にかんがみ、同年一二月一二
日、本件土地上の建築物については被告の指導に従い住民との間に紛争を生じない
よう努めるとともに、紛争が生じたときは誠意をもつてその解決にあたるというこ
とを内容とする誓約書を原告から提出させた。また同月一五日は指導要綱が実施さ
れたので、被告は、以後は同要綱の趣旨に基づいて行政指導を行なうこととし、こ
れについての原告の同意を得て、住民との間に同要綱に基づく了解を得るよう原告
に対し促した。
（五）　そこで被告の斡旋により同年一二月二六日に中野区役所内において原告と
住民の話合い（第五回会合）が行なわれたが、このときすでに作成されてあつた日
影図が一部不正確であることが判明し、原告において現地測量をしてこれを訂正し
たうえで話合いを続行することとなつた（なお、原告はその後昭和四八年一月二〇
日ころ原告が提案した前記の縮小案に基づき、当初の建築計画を約七〇〇坪縮少し
た地下なし地上一部六階建とする本件建物の設計変更届を被告の建築主事に提出し
た。）。
（六）　原告は、その後現地測量をして日影立面図を作成し、これを住民側に届け
たので、昭和四八年一月二二日中野区役所内において双方の話合い（第六回会合）
が行なわれた。しかし、この会合においても原告が作成した右日影立面図に一部不
備があつたため、実質的な内容についての話合いは行なわれず、必要な限度で再度
現地測量をして、これに基づき原告においてさらに日影図を作り直すこととし、さ
らに話合いを続けることで双方の合意に達した。
そして右合意に基づき同月二八日ころ現地測量が行なわれたが、その後本件土地が
高度地区に指定された同年四月一九日までの間は、結局原告と住民の話合いは行な
われなかつた。
２　建築主事が確認を留保したことの正当性について
原告は、原告の確認申請に対して被告の建築主事が法六条に基づく確認をしなかつ
たのは違法であると主張する。
しかし、原告の申請に対し被告の建築主事が確認を留保したことは、以下のとおり
違法ではない。
（一）　建築計画の不確定
法六条に規定する確認は、申請にかかる建築物の建築計画が敷地、構造及び建築設
備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の各規定（以下「関係法令」とい
う。）に適合しているか否かを審査し、適合していると判断した場合になされる行
政処分である。そして、法六条に規定する確認も公定性、不可争性等行政処分の特
質を有するものであることから、確認の対象である建築計画は確定しているもので



あることを必要とするところ、原告の申請にかかる本件建物の建築計画は、昭和四
八年四月一九日付東京都告示第四九九号によつて本件土地が高度地区に指定される
まで確定するに至らなかつたものである。
すなわち、確認申請がなされた後、その申請にかかる建築計画につき建築主と近隣
住民とが協議し、その計画が変更される可能性を有するというような事態は、そも
そも法の予想するところではなく、法は、申請にかかる建築計画が固定されている
ことを前提とし、その固定された建築計画について建築主事が審査するという建前
をとつていると解される。したがつて、建築計画が第三者の介入によつて変更可能
性を有する流動的なものである場合についてまで法が配慮していると考えることは
できないのであつて、そうであるならばこのような場合、法六条三項の審査期間の
制限の適用はなく、話合いの余地があるという判断の下に行政指導が続けられてい
る間、建築主事が確認をしないことはなんら違法ではないというべきである。
そして本件における原告と近隣住民との話合いの経緯は前記１のとおりであるとこ
ろ、双方の話合いは昭和四八年一月二二日に行なわれた第六回会合が最後となつた
のであるが、しかし、その際も原告と住民の間で正確な日影図をもとにして本件建
物の規模、構造についてさらに話合いを続行することの合意がなされており、ま
た、昭和四七年九月二五日に確認申請が受理されて以来、原告は、口頭及び文書に
より確認の催告を行ないながらも、住民との話合いを続け、右話合いの過程で建築
規模縮小案を提示して住民の同意を求めていたこと、あるいは、本件申請に対する
法九三条の規定に基づく消防署長の同意があつた昭和四七年一一月一七日以後にお
いても現に建築規模縮小による設計変更を行なつたことなどの経緯からして、最後
の話合いとなつた昭和四八年一月二二日以降も住民との話合いによつて更に建築規
模を縮小することに伴う設計変更の可能性があつた。
したがつて、本件建物の建築計画は設計変更届がなされ、これに対する消防署長の
同意が得られた後もなお流動的状態にあり確定するに至らなかつたものであるか
ら、行政処分の前提となる要件を欠いていたものといわざるをえず、建築主事が確
認を留保したことは違法となるものではない。
（二）　行政指導に伴う確認留保
仮に原告の確認申請にかかる本件建物の建築計画が確定していたと解することがで
きるとしても、被告の行政指導が行なわれている間は建築主事が確認を留保するこ
とは違法ではない。
すなわち、法六条二項は、建築主事が確認申請を受理したときは、七日または二一
日以内に申請にかかる建築物の計画が関係法令の規定に適合しているかどうかを審
査し、適合していることを確認したときは文書をもつて申請者に通知すべき旨を規
定している。
しかし、地方公共団体は、住環境を阻害するおそれのある建築計画に基づく確認申
請がなされた場合、それが現行法上適法である限りこれに対しなんら容喙すること
ができないとすれば、地方公共団体の基本的責務である住環境の保全は不可能とな
るのであつて、法の規定する技術的基準である関係法令の規定以外の日照、電波障
害その他の事項について、当該地方公共団体の実状に応じた行政指導を行なう必要
があり、そして、行政指導を行なうこと自体及び右行政指導が行なわれている間、
建築主事が確認を留保することについては、法もこれを容認しているものと解すべ
きである。
ところで、最近各地で中高層建築物による近隣住民の環境権侵害に関する紛争が頻
発し、地方公共団体にはこれら紛争についての調整機能が強く求められていること
から、被告においても、前記のように昭和四七年五月ころから建築紛争調整制度を
設け、建築主と住民の合意に基づく解決を図る外に建築主に対する行政指導により
建物の規模を縮小させるなどによつて、建築紛争を解決するとともに住環境の保全
に努め、その実績をあげてきたものである。そこで本件建物の建築計画について
も、被告は、前記１の経緯により、原告の確認申請に対する審査と並行して原告に
対しその同意に基づき行政指導を行ない、住民との話合いを行なわせたのである。
そして、原告と住民との話合いの経緯によれば、原告が昭和四八年一月二〇日ころ
本件建物の建築規模を縮小する設計変更をしたことによつて、住民との紛争は解決
に近づきつつあつたのであるけれども、同月二二日の第六回会合においてもなおも
双方は最終的な合意に達せず、さらに話合いが続行されることになつたのであるか
ら、被告としては、その後も原告あるいは住民からの話合いについての斡旋の申入
れ、あるいは双方の任意の紛争解決を待つていたものであり、右同日以降もさらに
行政指導を続け、原告と住民との紛争解決と住環境の保全を図ることとしていたの



である。
したがつて、原告の確認申請にかかる本件建物の建築計画につき、消防署長の同意
が得られ、関係法令の規定に一応は適合する状態になつた昭和四八年二月五日以降
も、被告の建築主事が確認を留保したことは、なんら違法ではない。
３　原告が被つたと主張する損害について
原告は本件建物の分譲による得べかりし利益と借入金利息をその被つた損害として
被告に賠償を求めている。
しかし、仮に被告の建築主事が確認を留保したことが違法であるとしても、原告主
張の得べかりし利益の算定に際しての高度地区に指定された後の本件土地に建築可
能な建物については、その想定が合理的であるか否かが分明ではなく、また原告
は、実際には建物を建築することなく本件土地を他に譲渡することによつて利益を
あげており、建物分譲利益を土地譲渡による利益に転化したものであり、なんら損
害を生じていない。また借入金利息も、建築主事による確認の有無にかかわらず原
告の支払うべき性質のものであつて、被告が賠償の責を負う原告の損害ということ
はできない。
のみならず、原告主張の損害は、以下のとおり被告の建築主事が確認を留保したこ
とと相当因果関係に立つものとはいえない。
（一）　原告が本件建物の建築ができなかつたことにより、その分譲により得べか
りし利益を得ることができなかつたのは、被告の建築主事が確認を留保している間
に本件土地が高度地区に指定されたことに起因するものである。
ところで、通常の場合においては建築主事が確認を留保しても、それはただ単に予
定された時期に確認がされないだけであり、関係法令に適合する限りいつかは確認
がなされるのであつて、確認がなされないという結果を生ずることはないのであ
る。ところが本件において特に確認することができなくなつたのは、本件土地が高
度地区に指定されたことによるのであるから、これにより本件建物の建築が不能と
なつて原告の被つた損害は、いわゆる通常生ずる損害ということができず、本件に
特有な損害というべきである。
また原告主張の借入利息についても、建築確認がなされるより前に建築費用を借入
れるようなことは通常ではないから、これも本件に特有な損害というべきである。
（二）　一般に、不法行為に基づく損害賠償が認められるためには、違法な行為と
損害との間に相当因果関係があることが必要であり、また相当因果関係があるとさ
れるためには、通常生ずべき損害は別として、特有な損害については、当事者がそ
のような損害を生ずべき事情を予見し、または予見しうべきことが必要とされてい
る。
ところが本件においては、原告主張の損害については、被告の建築主事に本件土地
が高度地区に指定されることについての予見可能性はなかつたものである。
すなわち、建築主事は行政庁であつて、自然人とは異なるから、その予見可能性に
ついては、建築主事が行政庁として職務を行なうにつき知り、または知りうべき事
実のみを基礎として判断されるべきであつて、建築主事たる地位にある者が自然人
として職務以外に特に知り、または知りうべき事実を基礎として、その予見可能性
を判断されてはならないというべきである。そして、本件において建築主事は、都
市計画法にもとづく高度地区の指定について職務上関与することはないから、本件
土地が高度地区に指定されることを都の告示前に予見することはまつたく不可能で
ある。
仮に右主張が認められず、建築主事が自然人として得た知識（他の行政組織の一員
として得た知識をも含む。）をも併せてその予見可能性を判断する際の基礎たる事
実としなければならないとしても、東京都が高度地区の指定をするにあたつて被告
が関与した段階においては、本件土地の大部分は第三種高度地区に予定されていた
のであつて（第三種高度地区であるならば、本件建物の建築計画は若干の修正が必
要であるものの、確認することが基本的には可能であつた。）、被告あるいはその
建築主事としては、これが第二種高度地区と指定されることについては、東京都の
告示がなされる直前までまつたく予見しえなかつたのである。
そして、仮に右告示のなされる直前に被告の建築主事が原告に対し建築確認をした
としても、原告は右告示の日より前に建築工事に着手できなかつたことは明らかで
あるから、原告主張の得べかりし利益である損害と建築主事が確認を留保したこと
との間には、相当囚当因果関係がないものといわなければならない。
また、原告主張の借入金利息についても、原告が建築確認を得る前に本件建物の建
築費用を借入れたことについての予見可能性は、被告あるいはその建築主事にまつ



たくなかつたことは明らかである。
第四　被告の主張に対する原告の反論
一　原告の建築計画の関係法令適合性について
１　法は、住環境の整備保存のため、本来ならば自由であるべき建築物を建築する
国民の権利、すなわち私権としての建築の自由について最低の規制を定めるととも
に、建築主は、その建築計画が関係法令に適合するか否かにつき、事前の建築主事
の確認という判断過程を経て、初めて建築に着工でき、この確認を経ずに、あるい
は確認された建築計画以外の建築物の築造を禁止するという建築確認の制度を規定
しているところ、私権である建築の自由は、憲法上保障されている権利として行政
上も最大に尊重されるべきであるから、建築主事としても、法に基づく確認あるい
は不確認とすることについての職務上の権限を有すると同時に、法六条三項所定の
期間である申請の受理から二一日（または七日）以内に右のいずれかの判断をなす
べき法律上の義務があるというべきである。しかも、法の趣旨とするところからし
て、建築主事は、確認にあたつて当該建築計画が関係法令に適合しているか否かの
みを判断すべきであり、他の行政目的の実現を理由として確認を留保したり拒否す
ることは許されないのであつて、関係法令に適合する建築計画については、公益上
の判断を加えて確認を拒むことができず、法定の期間内に確認すべき法的拘束を受
けているものと解される。
したがつて、本件建物の建築計画は、昭和四八年一月二〇日ころには設計変更がな
されたうえで一切の申請手続が完備し、関係法令に適合するに至つたのであり、そ
の後消防署長の同意も得られたのであるから、このころ以降建築主事がなおも確認
を留保することは、それ自体違法といわなければならないのである。
２　のみならず、設計変更後の原告の本件建物の建築計画は、以下のとおり、四囲
の状況に照らしても本件土地の利用形態として相当なものであり、しかも本件土地
の近隣住民の実質的な合意を得ていたものであるから、これにつき建築主事が確認
をすることについての支障は実質的にもなんら存しなかつたものである。
しかるに建築主事が原告の要請にこたえず申請を放置して確認をしなかつたのは、
本件土地が近い将来高度地区に指定されることを見越して、本件建物の建築ができ
なくなるよう故意にひきのばしたものである。
（一）　本件土地の周辺地域は、相当部分がすでに中高層建物街区となつていたの
であり、しかも本件土地に接して東京都水道局の四階建共同住宅等がすでに建築さ
れていたのであるから、これとほぼ同程度の規模である設計変更後の本件建物の建
築計画は、土地の有効利用という観点からして相当なものであり、条理に照らして
も肯認されるべきであつて、これにより近隣住民が多少の日照阻害を受けるとして
も、それは受忍すべき限度内のものであることが明らかである。
（二）　原告は、本件土地の近隣住民と誠意を尽して話合い、その要望をとり入れ
当初の建築計画を前記の水道局四階建共同住宅よりさらに譲歩したものに設計変更
して、この建築計画自体については住民の同意を実質的に得ていたのである。すな
わち、原告は、被告の主張のとおり数回にわたつて住民と会合をもち話合いをした
のであるが、第四回会合（昭和四七年一二月三日）において住民側からの対案とし
て出されたＣ区議会議員の試案を、原告も結局やむなしと判断してこれを最終的に
は受けいれることとし、その後同年一二月九日には原告との会合の席に住民側から
出席して住民の代理人として発言していたＤ弁護士を訪れ、すでに原告が提案して
いた本件建物の設計変更案をＣ議員の試案に基づいてさらに一部修正することにつ
いて同弁護士と話合い、同弁護士からの要求も容れて、結局その承諾を得て実質的
合意に達したのである。
そして、その後の会合は原告及び住民の双方の意向を被告の職員が立会つて話合い
を重ねて確認するために開かれたものであり、第五回会合（同年一二月二六日）に
おいては、設計変更後の本件建物の建築計画自体についての住民からの積極的な反
対意見はなく、ただ原告の作成した日影図が一部不正確であつたので原告において
これを修正することになつたのみであり、大勢としては正確な日影図が提出されれ
ば右建築計画は承認されるような状況にあつた。そこで原告は、現地測量をして作
成した日影図を事前に住民側に届け、第六回会合（昭和四八年一月二二日）に臨
み、本件建物の建築について承認を求めたのであるが、これに対し住民側は、この
ときになつて突如として従前主張しなかつた区域の家屋に対しても日影図を作成す
るよう提案し、本件建物の建築計画について承認を求める原告の要求にはなんら返
答せず、したがつてまた原告の建築計画には具体的になんら反対することもなく、
結局話合いを放棄するかのように退席してしまつた。したがつてこのときの会合に



おいてはなんら実質的な話合いはなされず、また以後に話合いをさらに継続するこ
とについての合意もまつたくなされなかつたのであつて（被告の主張はこの点で事
実に反する。）、住民側の不誠実な態度は、本件土地が第二種高度地区に指定され
ることを見越し建築確認を遅らせるため、話合いをひきのばすためのものとしか考
えられないものであつた。
以上の原告と住民との話合いの経緯によれば、設計変更後の本件建物の建築計画に
ついて実質的には住民の合意があつたものと評価できるのであつて、そうであるな
らば、被告の建築主事がこれにつき確認することに支障となるべき事情は実質的に
もなんら存しなかつたものといわなければならない。
二　建築計画の不確定性について
被告は、原告の確認申請にかかる本件建物の建築計画は不確定であつて、その間建
築主事は確認を留保することができると主張する。
しかし、確認申請にかかる建築計画が関係法令に適合している以上、建築主事は法
所定の期間内に確認をすべき義務があること前記のとおりであつて、仮に確認がな
された後に設計変更あるいは工事変更がなされたとしても、その場合は法七条以下
の検査あるいは違反建築の問題として処理すれば足り、将来なされる設計変更等を
理由に確認を留保することは許されないものである。
まして本件においては、原告の申請にかかる本件建物の建築計画が本件土地の近隣
住民の反対意見によつて縮少されることはありえたとしても、これが拡大あるいは
著しく同一性を害する程度の設計変更がなされることは考えられなかつたのである
から、被告の建築主事は、原告の当初の確認申請に対してもすみやかに確認すべき
であつたのである。のみならず、原告は、前記のとおり住民の要望を容れて設計変
更し、実質的にその合意を得たうえ、これに基づき昭和四八年一月二〇日ころに建
築主事に対し設計変更届を提出したのであるから、本件建物の建築計画はこのころ
において最終的に確定し、以後は変更されないものとして原告は確認を求めていた
ものというべきである。
また、本件建物の設計あるいは設計変更に際して、原告は多大な設計監理料を支出
しているのであつて、このことからも原告には本件建物の建築計画を安易に変更す
る意図はなかつたことが明らかであつて、いずれにしても被告の主張は失当であ
る。
三　行政指導の適法性について
被告は、行政指導が続けられている間建築主事が確認を留保することは違法ではな
いと主張する。
しかし、被告の右主張は以下のとおり失当である。
１　建築主事は、法六条一項に規定する確認に関する事務を取扱う権限のみを有す
るものであるから、その行ないうる行政指導もあくまでも確認申請にかかる建築計
画についてその事務処理に関連してなされる範囲にとどまるべきであり、建築主と
近隣住民との諸種の民事紛争に介入する責務権限はまつたく有しないのであつて、
したがつて建築主事の行なう行政指導の内容も、指導を受ける者の自発的協力を得
て近隣住民に対して事情説明させその了解を求めさせる程度にとどまるべきもので
あつて、自ら一定の限界が存することを無視できないのである。被告が昭和四七年
一二月一五日に制定した指導要綱は、そもそも拘束力のある法規ではなく、またこ
れが制定されたときより早い時期になされた原告の確認申請に適用されるべきもの
でないばかりでなく、指導要綱自体もせいぜい建築主に対し近隣住民との対話を義
務づけたものにすぎず、それ以上に建築主になんらかの義務を課したものでもな
い。
したがつて、被告が行ないうる行政指導は、あくまでも指導を受ける者の自発的な
意思に即応してなされなければならないのであり、指導を受ける者が明確に行政指
導を拒否するなどにより、行政指導を行なうことが無意味であることが客観的に認
められる場合には、もはや行政指導を継続することはできず、これに応ずることを
強要することは許されないのである。
２　本件において、原告は行政指導に応じ誠実に近隣住民と話合い、その要望を容
れた設計変更を行なつたものであり、設計変更後の本件建物の建築計画は前記のと
おり最終的なものとして確定していたのであつて、原告として以後これをさらに変
更することはありえず、第五回及び第六回会合において住民側も建設計画自体につ
いては異論あるいは反対を述べなかつたのである。そうである以上原告としては設
計変更を行なつた後の本件建物の建築計画についてはもはや行政指導を受ける必要
もまつたく認めず、これを拒否していたものであるから、したがつて、そのころ以



降も原告に対し行政指導を続けることは、原告のみに一方的な犠牲を強いるもので
あつて、行政指導自体が違法となるものといわなければならない。
また、前記の原告と住民との話合いの経緯からみて、設計変更がなされた段階にお
いて原告の申請に対する確認が得られなければ、原告は工事の施行等に関する以後
の住民との全体的な話合いに入ることもできない状況であつたのであるから、被告
の建築主事としても、原告と住民の話合いをまとめ合意を成立させるためにはすみ
やかに確認をなすべきであつたのであり、この段階以降の行政指導はこの点におい
ても無意味なものとして許されないものであつた。
３　以上に加え、被告は原告と近隣住民との第五回会合が行なわれた昭和四八年一
月二二日以降も行政指導を継続していたと主張するが、原告は、右日時以降被告か
らなんら具体的に助言、指導を受けたこともなく、本件土地が高度地区に指定され
るまで具体的に行政指導が行なわれた事実はまつたくない。したがつて、行政指導
が行なわれている間確認を留保することが違法ではないと仮に被告の主張のように
解する余地があるとしても、被告の主張はその前提を欠くものであつて失当であ
る。
四　高度地区指定の予見可能性について
被告の建築主事は、昭和四七年一一月ころ以降本件土地の大部分が第三種高度地区
となるような高度地区指定の被告案の立案について関与し、また本件土地部分につ
きこれを第二種高度地区に変更する東京都知事の調整案に対する被告の意見の作成
に際してもこれに関与したものであるから、本件土地が第二種高度地区（ただし一
部は第一種高度地区）として指定され東京都から告示されることについては、事前
に十分予見していたものである。
したがつて、被告の建築主事が、右の事情を了見しながら、原告の再三にわたる要
請にもかかわらず本件建物の建築計画について確認をしなかつたことが違法な越権
行為であることは極めて明白である。
なお、被告は、本件土地が高度地区に指定される直前に建築確認がなされたとして
も、原告は右指定より前には本件建物の建築に着工できなかつたと主張するが、原
告は、建築工事関係者と十分に事前の交渉を重ね、建築工事の着手についての準備
をすすめていたのであるから、確認が得られれば直ちに工事に着手できたのであつ
て、被告の主張は失当である。
また、借入金利息についても、被告は、建築確認を得る前に原告が建築資金を借入
れることについては予見可能がなかつた旨主張するが、原告は、建築主事に対して
確認をなすべきことを求めるに際して建築資金借入れの事実を伝えてあつたのであ
るから、建築主事は、原告に借入金利息が発生していたことを当然知つていたもの
である。被告の主張はこの点に関しても失当である。
第五　証拠（省略）
○　理由
一　原告の請求原因一ないし三及び五の事実は当事者間に争いがない。
二　原告は、原告の建築確認申請に対し被告の建築主事が違法に確認を留保してい
る間に本件土地が高度地区に指定され本件建物の建築が不能になつたと主張するの
で、被告の建築主事が原告の確認申請に対して確認を留保したことの適否について
判断する（なお右当事者間に争いがない事実によれば、本件において当初の確認申
請（昭和四七年九月二五日付）はＢ名義でなされ、後にこれを原告とする変更届
（昭和四八年二月一三日付）が提出されたものであるところ、実質的な建築主した
がつて確認申請者は当初から原告であつたというのであるから、以下においては原
則としてこれを区別せず原告として表示することとする。）。
１　建築確認は、建築主事が申請にかかる建築物の計画についてそれが関係法令
（当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び
条例の規定）に適合する旨を公の権威をもつて確認し宣言する行政処分であり、建
築主は法六条一項各号所定の建築物を建築しようとするときは、当該工事に着手す
る前に建築主事の確認を受けなければならないとされ（法六条一項）、確認を受け
ないでする建築の工事は禁止され（同条五項）、建築主が右義務に違反すると罰金
の制裁が科せられる（法九九条一項二号）こととされている。
すなわち、法は、一定の建築物については建築主事の事前の確認を得ない建築行為
を禁止し、建築主は確認を得ることによつて初めて適法に建築行為を行なうことが
でき、その後現実に当該建築物を使用するための手続へ移行することができるもの
とする手続制度を採用することによつて、当該建築物の関係法令適合性を確保しよ
うとするものと解される。



２　もつとも、建築主事の確認の対象となるのは、当該建築計画の関係法令適合性
の有無のみであり、また建築主事は、申請にかかる建築計画が関係法令の規定上当
該規定に適合するか否かを認定するについてはある程度の裁量を有することはあり
うる（たとえば法二九条、三三条など）としても、当該計画が関係法令に適合する
と判断した以上は確認するか否かについて裁量を有するものでもない。
すなわち、関係法令に適合すると判断した建築計画について、建築主事が確認を拒
否し不適合とする処分をすることはそれ自体違法であり、その理由が仮に他の一定
の行政目的を実現するためのものであるとしても、右処分を正当ならしめるもので
はないといわなければならない。
３　しかし、以上は建築主事の行なう確認あるいは不適合の処分それ自体に関して
のことであつて、建築主事が確認申請に対してある期間その応答を留保すること
は、これと別個に考えなければならない。もつとも、法六条三項、四項によれば、
建築主事は確認申請を受理した場合においては、その受理した日から二一日（ただ
し同条一項四号の建築物については七日）以内に、申請にかかる建築物の計画が関
係法令に適合するか否かを審査し、適合すると認めたときは確認の通知を、また適
合しないと認めたときは不適合の通知を申請者に対し行なわなければならないとさ
れている。法が右のような期間制限を定めた趣旨は、建築主事に対し確認申請につ
いての応答を迅速になすべきことを求めているものであると解され、しかも、およ
そ建築については国民の日常生活あるいは営業等の基盤をなすものとして、本来な
らば建築自由の原則が支配しているのであつて、この原則に対する法的規制として
の建築確認の制度について明文により申請に対する応答期限が定められている以上
は、この期間制限が行政庁に対する単なる内部的な訓示規定と解することはできな
いのであり、この期限を超える建築主事の不作為は原則として違法となるものと解
すべきである。
しかし他方、法六条四項に、建築主事は申請書の記載によつては当該計画が関係法
令に適合するか否かを決定できない正当の理由があるときは、前記の期限内にその
理由をつけてその旨を通知（いわゆる中断通知）すべきことが規定されていること
などからも窺えるように、確認あるいは不適合の通知をすべき決定の期限も、あら
ゆる場合に例外を許さない建築主事に対する応答義務についての絶対的な期限規定
とまでは解することができないというべきであつて、建築主事が法定の期限内に応
答をなさないことについて、社会通念上合理的に正当と認められるような事情が存
する場合においては、その事情が存続している間応答を留保することは、これを違
法ということはできないものといわなければならない。そして、建築主事が申請に
対する応答を留保することについての右にいわゆる正当な事情には、法六条四項所
定の場合、すなわち申請書類の不備等により申請書の記載によつては関係法令適合
の有無が判断できないといういわば形式的な理由に基づく場合のみにとどまらず、
実質的にみて、建築主事が法定期限内に応答できない合理的理由がある場合（たと
えば申請にかかる建築計画に対する審査事項が複雑多岐にわたるため到底法定の期
限内では審査を完了できないような場合）、さらには形式的には応答することが可
能であつても、建築主事が直ちには応答しないことがむしろ法の趣旨目的からも社
会通念上からも相当であると解されるような特段の事情が存する例外的な場合もこ
れに含まれるものと解すべきであつて、そのうち後者の場合には、当該建築計画を
めぐつて建築主と近隣住民の間にいわゆる建築紛争を生じ、これを解決するための
関係地方公共団体（あるいは行政庁）の行政指導が行なわれている場合であつて、
その行政指導が相当と認められる方法により、かつ真摯に行なわれているものであ
り、しかもこれにより円満な解決が期待できる限りにおいて、形式的に確認をする
ことが可能であつても応答を留保する場合もこれにあたるものと解するのが相当で
ある（なお、このような場合も法六条四項に準じて中断通知をすべきであると解さ
れる。）。
４　以上の理由を本件に即して建築紛争をめぐる行政指導に関してのみさらに敷衍
すれば次のとおりである。
（一）　すなわち、建築確認の制度は、申請にかかる建築計画の関係法令適合性の
みを判断するものであること前記のとおりであり、それ以外の事項、たとえば当該
敷地の近隣の日照、通風、景観等に関する事項については関係法令に規定がある限
度において間接的に確認の対象となりうることはあつても、これらが直接に確認の
対象となるものではない。しかし、法は、本来その目的として「建築物の敷地、構
造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護
を図り、もつて公共の福祉の増進に資する」（一条）ことを定め、結局のところ快



適な住環境の保全維持及び増進は法の趣旨目的とするところと解せられることに加
え、日照、通風等の阻害を理由とする建築紛争を当事者による自主的な解決あるい
は事後における純法律的な司法判断のみに委ねることなく、関係地方公共団体が事
前にその紛争解決を目指して双方の利害の調整を行ない、条理に則した妥当な解決
を図ることは、行政目的一般からもまた建築行政という分野に限つてみても、当該
地方公共団体に課せられた重要な任務であつて、このような地方公共団体の調整及
び紛争解決機能は、法の前記趣旨目的に明らかに沿うものといえるのである。しか
も、近時においては、直接には建築確認の対象とならない日照、通風、電波障害等
をめぐつて各地で建築紛争が多発していることは周知の事実であり、これに伴い、
近隣住民の意思を考慮することなく建築行政を行なうことは今日ではもはや不可能
であり、建築確認制度のみでは処理できないこれらの問題を事案に即して妥当に解
決することが建築行政上関係地方公共団体に強く求められ、かつ極めて重要な機能
を果しているのである。
（二）　ところで、関係地方公共団体が右の行政目的を達成するため、関係当事者
の任意による協力、同意を得て、その互譲により紛争を解決するよう働きかける事
実行為としての行政指導は、建築確認のように単に関係法令適合性の有無のみが問
題となるのではなく、あくまでも条理に則した対立当事者の互譲に基づく合意によ
つて紛争を解決しようとするものであるから、建築確認制度とはある意味では無関
係ともいえなくもなく、建築主事が建築確認をした後においても行政指導を続ける
ことはもとより可能である。しかし、現実には一旦建築確認がなされれば、建築主
が建築工事に着手する法的障害はなくなるのであるから、建築確認は対立当事者の
一方である建築主に事実上加担する結果となることは見易い道理であり、当事者の
十分な話合いや互譲によつて紛争を妥当に解決しようとする以後の行政指導もその
実をあげえず、紛争を深刻化させ、その解決を長びかせあるいは困難にさせること
は当然予想されるところである。そして法の趣旨目的が前記のとおりであつて、行
政指導により単に形式的に関係法令に適合することのみにとどまらず、関係当事者
の合意を基礎として双方の利害が調整され建築紛争が解決し、より一層快適な住環
境が整備されることはまさにこの目的にかなうものであるから、右の目的をもつた
行政指導がその目的等に照らし社会通念上相当と認められる方法により真摯に行な
われ、かつ円満な解決が期待できる限り、むしろその行政指導が行なわれている間
は当該申請にかかる建築計画が形式的に関係法令に適合する場合であつてもこれに
つき確認することを留保し、行政指導を継続することによつて紛争解決を図ること
の方が、法の趣旨目的により一層沿うものであり、また行政一体の原則からも望ま
しいものであることが明らかであるといわなければならない。
そうとすれば、このような行政指導が行なわれていることにより、建築確認が所定
の期限内になされず多少遅れるような事態は、法もこれを容認しているものと解す
べきであつて、直ちに確認を得られないことにより建築主が被る不利益は、法の前
記趣旨目的に照らし建築主においてこれを受忍すべきものとすることもやむをえな
いというべきである。
もとより右のような行政指導を理由とする建築確認の留保は、法六条四項所定の
「申請書の記載によつては決定することができない場合」に該当しないことは文理
上明らかである。しかし、法の制定当初とは異なり、関係法令の増加あるいは複雑
化等に加え、前記のような行政指導の必要性の増大などによる今日の建築行政にお
ける国民からの行政需要の著しい量的質的な拡大は、法の本来予想するところでは
なかつたのであるから、したがつて、今日において法の右条項が、その所定の場合
以外に確認申請に対する応答を法定期限内になさないことをすべて禁ずる趣旨とま
では到底解することができないといわなければならない。
（三）　以上のように解すべきことは、また、次の理由によつても肯認されるべき
である。
すなわち、建築確認制度の趣旨目的は前記１のとおりであつて、法は、一定の建築
物について確認にかかる建築計画以外の建築を本来的に禁止しているものであると
ころ、確認申請にかかる建築計画について建築紛争が発生し、これに対して行政指
導が行なわれることにより円満な解決が期待できるときは、通常は当該建築計画は
設計変更されることが当然予想されるのであるので、建築確認制度の前記趣旨から
いえば、確認を受けるべき建築計画は現実に建築がなされるもの、すなわち行政指
導に基づく設計変更後の建築計画であるということになる。したがつて、申請にか
かる建築計画について、これが変更される客観的可能性があるといういわば申請に
おける形式的な面を根拠として、前記のような行政指導がなされている間、建築主



事が申請にかかる当初の建築計画についての確認を留保することは許されるものと
いわなければならない。
もつとも、確認を得た後、工事着手前あるいは工事中に建築計画を変更するときに
は、その変更が法六条一項あるいは八七条一項の確認を必要とするような工事また
は用途の変更である場合、あるいは規模、構造または用途の変更が著しく当初の申
請にかかる計画と同一性を有しないと認められるような場合は、あらためて確認を
受けることを要するが、それ以外の場合は確認を受け直すことまでは必ずしも必要
ではなく、法七条以下の工事完了に際しての検査及び使用承認、あるいは法九条の
違反是正命令によつて処理しうるのではあるけれども、しかし、変更を当初から予
定するような申請を右の処理によつてまかなうことは、法の規定する建築確認制度
の趣旨とするところと相容れないことが明らかであつて、むしろ当初の建築計画を
変更させたうえでこれにつき関係法令適合の有無を判断すべきということになる。
そして、申請にかかる当初の建築計画が変更される可能性を有するか否かは、単に
申請者の主観のみに基づいて判断するのではなく、その際行なわれている行政指導
の経緯、これに対する当事者の対応その他の諸事情を総合して客観的に判断すべき
であつて、以上のように解することが、前記（一）、（二）で判示した理由とあわ
せて、法の趣旨目的に沿うものといわなければならない。
三　以上の観点に立つて、本件における原告の建築確認申請とこれに対する被告の
行政指導の経緯について検討を加え、被告の建築主事が確認を留保したことの適否
について判断することとする。その順序として、以下まず１において第四回会合の
ころまでの原告と本件土地の近隣住民との交渉の経緯を、次に２においてこの間及
びこれ以降の被告の行政指導とこれに対する原告らの対応の経緯について認定す
る。
１　第四回会合ころまでの原告と近隣住民との交渉の経緯
いずれも成立に争いのない甲第一ないし第三号証、第九号証の一ないし四、第一二
号証の一ないし三、乙第二号証、証人Ｂの証言と弁論の全趣旨により真正に成立し
たと認められる甲第五号証、証人Ｅの証言と弁論の全趣旨により真正に成立したと
認められる乙第九号証、証人Ｅ及び同Ｂの各証言並びに原告本人尋問の結果を総合
すれば次の事実が認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。
（１）　本件土地は、従前は製菓工場の用地となつていたものであるが、原告はこ
こにいわゆるマンシヨンを建築して分譲する目的でこれを買受け、昭和四七年九月
四日には所有権移転登記を了した。また、本件土地の近隣住民は、そのころ本件土
地にマンシヨンの建築計画があることを知り、住居が日照阻害等を受けることを憂
慮して、本件土地の形状から最も大きな被害を受けると思われるＥを中心に関係者
約二〇名を組織してこれに対する対策を練つていたが、右移転登記によつてマンシ
ヨンの建築主が原告であることを知るに至り、原告に対し建築計画についての話合
いを申入れ、同年九月七日には原告と住民との第一回会合が行なわれた。このとき
原告は、本件建物の建築計画の概略についての説明を行ない、住民からはこれに対
する各種の苦情あるいは要望が出されたが、建築計画についての具体的な図面が用
意されてなかつたため、次回以降は図面に基づいて話合うこととなつた。
（２）　その後原告は、同年九月二五日、本件建物の建築計画について被告の建築
主事に対し建築確認申請を行ない（この事実は当事者間に争いがない。）、これを
知つた住民からの要求により、同年一〇月一九日に第二回会合が行なわれた。しか
し、このときは本件建物に関する日影図が原告においてまだ作成されてなかつたの
で、付近の住家に対する日照阻害の程度が具体的には分明でなく、双方が具体的事
項について話合うことができなかつたため、原告において日影図を作成して事前に
住民側に届けた後に、話合いを継続することとなつた。
（３）　そこで原告は、本件建物に関する日影図を作成し、これを同年一一月六日
ころには住民側に届け、これに基づき第三回会合が同月二八日に行なわれた。この
席には、中野区議会議員Ｃが出席し、主として住民側の利益を代弁する立場で発言
し、本件建物の建築計画を大幅に縮少するよう求め、また住民からも本件建物を地
上三階建程度に変更してほしい旨の発言がなされた。しかし原告は、建築計画を縮
少する意向はあるが、住民側からの提案をそのまま採用することは採算上困難であ
ると主張して、結局双方の合意が成立するには至らず、双方がさらに本件建物の規
模等について検討して次回以降の会合において話合いを継続することで合意した。
（４）　ところで原告の確認申請にかかる当初の本件建物の建築計画は、東西方向
に長い棟（以下「Ａ棟」という。）と南北方向に長い棟（以下「Ｂ棟」という。）
の二棟が、Ａ棟の西端とＢ棟の北端において本件土地の西北端で接する逆Ｌ字型の



建物で、Ａ棟は総五階、Ｂ棟は南側部分六階、北側部分五階の規模であり、地下ガ
レージ付のためＡ棟の最高部は地上一五・三メートルというものであつた（なお、
本件建物において面積上あるいは付近の住家に対する日照阻害等の影響に関して主
要な部分を占めるのはＡ棟である。）が、原告は、第三回会合の後である同年一二
月一日Ｃ議員を訪れ、前回の会合における同議員の提案を図面にしたものを受取つ
た。それによるとＣ議員の案（Ｃ試案）は、Ａ棟につき、北側部分三階、南側部分
四階とし、各階の高さは二・六五メートルで地下なしとすることにより最高部を地
上一〇・九五メートルにとどめることを内容とするものであつた（もつともＣ試案
は、本件建物の主たる部分であるＡ棟のみに関する提案であり、必ずしも本件建物
の全体についての具体的な内容を有するものとはいいがたい案であつた。）ので、
原告は次回の会合である第四回会合に臨むべく、Ｃ試案に対応する原告の縮少案を
準備した。
（５）　そして第四回会合は同年一二月三日に行なわれ、原告は前記のＣ試案に対
応し、Ａ棟を全面四階（ただし東端部分は三階）に縮少し、各階の高さを二・八メ
ートル、地下ありとし、Ａ棟の最高部を地上一二・五メートルとする対案（第一次
修正案）を住民側に提案したが、結局この原告の第一次修正案は住民に反対され、
これについての合意を得られなかつた。そこで原告は、右第一次修正案を前提とし
てこれよりさらに住民側に譲歩して、Ａ棟の四階部分の北側部分を三階とし、ただ
し西端部分を五階とする案（第二次修正案）を提案したが、これについても結局住
民の同意を得るには至らなかつた。
（６）　そこで原告は、第四回会合の結果に基づきさらに本件建物の建築計画を縮
少することによつて住民の同意を得ようとし、同年一二月九日、従前の会合におい
て住民側の立場から発言していたＤ弁護士の事務所を原告の代理人たる弁護士とと
もに訪れ、原告の希望を述べるなどしてＤ弁護士と折衝し、同弁護士の意見もとり
いれて、Ａ棟は北側部分及び東端部分を三階、その余は四階とし、またＢ棟は、南
端部分六階、中央部分五階、北端部分は四階一部三階とし、さらに地下なしとして
各階の高さは二・七五メートル、Ａ棟の最高部は地上一一・三メートルとする案
（第三次修正案）によつて、同弁護士との間では一応の了解に達した。しかし、原
告からの話合いの申入れに対するＣ議員と交渉してほしい旨の住民側からの回答に
応じ、原告は、その後同月一三日Ｃ議員に面会し、右の第三次修正案を示したとこ
ろ、同議員は右の案では了承できず、各階の高さはＣ試案のとおりとするよう回答
し、結局双方に合意をみるには至らなかつた。
２　原告の確認申請に対する審査、行政指導及び第五回会合以降の原告と住民の交
渉の経緯について
前掲各証拠（ただし甲第一ないし第三号証を除く。）に加え、いずれも成立に争い
のない甲第一〇、一一号証、第一二号証の四、第一三、一四号証の各一、二、乙第
一号証の一ないし五、第三、四号証、証人Ａの証言（第一回）により真正に成立し
たと認められる乙第六号証、証人Ｆの証言により真正に成立したと認められる乙第
一二号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八号証の二、三、
第一一号証、証人Ａ（第一、二回）、同Ｇ、同Ｆの各証言並びに弁論の全趣旨を総
合すると次の事実が認められ、この認定に反する証人Ｂ、同Ｅ、同Ｇ、及び原告本
人の各供述は措信できない。
（１）　被告は、その建築行政事務を担当する部課として環境部に建築課をおいて
これにあたらせ、建築課長は、同時に法に基づく建築主事としてその任務を担当す
ることとなつていた。また、被告は、マンシヨン等の中高層建築物をめぐつて当時
頻発していた日照問題等を理由とする建築紛争については、特にこれに対処するた
め建築課に担当主査二名をおき、問題処理にあたらせたほか、昭和四七年五月ころ
からは建築紛争調整員制度を発足させ、当事者の申出により、建築確認をする前に
建築主に対し建築計画にかかる建物についての日影図を提出させ、これに基づき建
築予定地の近隣住民に当該建築計画を説明させその了解を求めるようにさせること
を内容とする行政指導を行なつており、本件の原告の確認申請がなされた当時も、
右のような建築紛争について当事者の話合いを促し、これによつて紛争を解決する
ための斡旋を行なう体制をとつていた。そして、被告はこのような行政指導によつ
て従前相当程度に紛争解決の成果をあげていたが、さらに同年一二月一五日には、
以上のような行政指導の手続その他を明文化させた指導要綱（中野区中高層建築物
に関する指導要綱）を制定し実施した。この指導要綱の規定は、一定規模以上の中
高層建築物の建築主に対し、建築確認を申請する前に建築計画を近隣住民に説明
し、日照阻害等の問題につき住民の同意を得るよう努めるべきこと、また建築計画



に関する各種の報告や日影図等を区長に提出すべきことを定め、さらに区長は、建
築紛争の発生を未然に防止し、地域の住環境を保全するため、必要に応じ適切な指
導を関係者に対し行ない、建築確認事務の担当職員もその事務処理にあたつて指導
要綱の趣旨を十分に生かすべきことを、その主たる内容として定めていた。
（２）　ところで、原告の確認申請は、前記のとおり昭和四七年九月二五日になさ
れたものであるが、本件土地は、従前、悪臭あるいは騒音等のいわゆる公害の発生
源となつていた工場の移転した跡地であつて、ここに原告が建築主となつてマンシ
ヨンが建築されることを察知した近隣住民は、右申請に先立つ同年九月一六日、マ
ンシヨンの建築に反対し、被告が公共用地として本件土地を買上げることを求める
請願を中野区議会に提出していた（この請願は同年一〇月五日採択された。）。
そこで被告の担当職員は、建築主事が原告の申請を受理するに際して、本件建物の
建築については日照阻害等を理由に近隣住民がこれに反対している事情を伝え、本
件建物建築計画を公開して、住民の了解を得るべく話合うよう原告に対し指示し
た。
なお、建築主事は、原告の申請を受理した後その審査を開始したが、右申請にはそ
の添付書類に記載もれ等の不備があつたため、申請名義人（Ｂ）に対しその訂正を
指示するとともに、同年一〇月初旬ころ法六条四項に基づく中断通知を行なつた。
また、被告の担当職員は、原告と住民の話合いにおいて合意が成立することを強く
期待して、原告らが建築課を訪れた機会等を利用し、数回にわたつて住民との話合
いを促し、住民の了解を得ることを指示するとともに、住民との話合いの状況及び
経過について報告することを求め、これに応じ当初の申請名義人であつたＢは、概
略前記１のとおり被告に対しこれを報告した。この間、前記訂正指示に基づく申請
書類の訂正が行なわれ、これが一応完備した（ただし、実際にはなお不備があるこ
とが後になり判明し、建築主事は同年一二月下旬ころ再度の中断通知を行なつ
た。）ので、被告の担当部課は、原告の申請についての審査を続行し、同年一一月
一七日には法九三条一項に基づく管轄の東京消防庁中野消防署長の同意を得たが、
建築主事としては、原告と住民の話合いが続いており、双方が合意に達するのを待
つこととして、ただちに確認をすることは留保した。
（３）　原告は、近隣住民からの申入れもあり、また被告から指示されたこともあ
つて、前記１のとおりの経緯により住民との話合いを続ける一方、その間口頭ある
いは文書により数回にわたつて建築確認をなすよう要請してたが、そのつど被告の
Ａ建築課長（建築主事）あるいは担当職員らに住民との話合いの経緯を尋ねられ、
あるいは住民の了解を得るべくさらに話合いを続行するように求められ、結局確認
は得られないまま推移していた。
また被告は、このころ前記のとおり指導要綱を制定し実施したので、本件建物の建
築計画についても指導要綱に準じた行政指導を行なうこととし、原告はこれに応
じ、区の指導に従つて紛争を生じないよう努めることなどを内容とする誓約書を提
出した（なお右誓約書はＢの名義で提出されたものであるが、原告もこれを提出す
ることは了承していた。）。
しかるところ、その後Ａ建築課長は、原告から前記１（６）のとおり住民側のＤ弁
護士との話合いにより同弁護士とは合意に達した旨の報告とともに、すみやかに確
認すべきことを要請されたので、被告としても、指導要綱の趣旨にのつとり双方の
話合いを斡旋するとともに合意の成立の有無を直接確認するために、被告の職員が
立会つて原告と住民の会合を開くこととなつた。
（４）　そこで原告と近隣住民との第五回会合が同年一二月二六日中野区役所内の
会議室で行なわれ、被告からはＡ建築課長はじめ四名の職員が出席した。会合はＡ
課長の司会により進められ、まず従前の話合いの経過が報告され、原告からは第三
次修正案による建築計画を承認してもらいたいとの要望がなされた。しかし、こに
対し住民側は、原告から提出された本件土地の敷地関係の図面が現地とは相違して
いること、また日影図も近隣住民の住居の配置その他が不正確であり、正確な日照
阻害の程度もわかりにくいとの指摘がなされ、原告の第三次修正案についてもさら
に東西の両端を二階に変更するようにとの要望がなされた。その結果、この会合に
おいては建築計画についてのそれ以上の具体的な交渉は行なわれず、したがつてこ
れについての双方の合意も成立するに至らず、原告において敷地図面を訂正し、ま
た正確な日影図を作成したうえで、建築計画についての具体的な交渉を継続するこ
とを合意したにとどまつた。そして日影図については、住民からの要望により、日
照阻害の程度がわかりやすい立体図（展開図）も作成することとなり、また正確な
配置図等を作成するためには住民の住居や敷地に立入測量を行なう必要があるた



め、住民側としても原告が測量のためその住居等に立入ることを認め、双方立会い
で現地測量をすることになり、その結果原告が正確な日影図を作成したならば事前
に住民側にこれを届け、これに基づき次回は翌昭和四八年一月二二日に双方の話合
いを行なうことで双方が了承した。
（５）　原告は、右の了解に従い、昭和四七年一二月二七日及び二八日の両日にわ
たつて現地測量を行ない、その結果に基づき新しく日影図を作り直し、昭和四八年
一月初旬ころにはこれを住民側に届けた。そこで前回合意されたとおり、同月二二
日中野区役所内会議室において第六回会合が行なわれ、被告からは担当主査ら四名
が出席した。この会合では、まず被告の職員から前回の話合いの経緯の概略につい
ての説明があつた後、原告が事前に提出していた前記日影図に関しての検討が行な
われ、住民側からは、本件土地の境界から一部住民の住居までの距離が図によつて
〇・五メートルないし一・五メートル異なつているなど、住居の配置図がなお不正
確であり、日影線の位置についても具体的な影響度を示す数値等が一部記載もれに
なつているとの指摘がなされ、また提出された日影図には記入されていない本件土
地北側部分の東側に位置する二軒の家屋についても図に記入するようにとの要望が
なされ、原告も日影図の一部がなお不正確である事実は認めた。そのため、この会
合においても、本件建物の建築計画の当否については結局検討がなされず、再度現
地測量を行ない、これに基づき日影図を作り直したうえで、さらに双方が話合うこ
とを合意したにとどまり、第六回会合を終えた。
そして同月二八日ころに、住民側による現地測量が行なわれたが、その後本件土地
が高度地区に指定された同年四月一九日に至るまで、原告及び住民の双方とも話合
いの申入れを行なうことなく、結局右の第六回会合が双方の話合いの最後となつ
た。
（６）　なお、原告は、同年一月二四日ころ原告の第三次修正案に基づく設計変更
届を被告のＡ建築主事に対し提出した（この事実は当事者間に争いがない。）の
で、Ａ建築主事（建築課長）は、右変更にかかる建築計画についての確認の審査事
務をすすめ、同年二月五日にはこれにつき中野消防署長の同意（法九三条一項）も
得たのであるが、同日以降なされた確認を求める原告の要請に対しては、近隣住民
との合意がいまだ成立していないことを理由に、なお確認することを留保し、原告
に対し、住民の了解を得るための話合いを行なうよう指示した。これに対し原告
は、同年二月二七日、建築主事が確認を行なわないことは違法であるとして、その
不作為の違法確認の訴（訴変更前の本訴）を提起するに至つた（この事実は本件記
録上明らかである。）。
３　以上の認定事実によれば、被告は、原告の確認申請がなされた以降、当初は原
告に対し近隣住民の合意を得るための話合いを促し、またその話合いの経過につい
ての報告を求めることにより、さらに指導要綱を制定し実施したところからは、自
ら原告と住民との話合いを主宰し、双方の意思を直接に確認してその交渉の斡旋に
あたることにより、本件建物の建築計画をめぐる紛争を収拾し解決するための行政
指導を行なつていたものということができ、その行政指導はただ漫然と行なわれて
いたのではなく状況に応じて真摯になされていたというべきであり、またその方
法、態様も、紛争当事者の利害調整をはかりながら双方の合意に基づき快適な住環
境を維持保全するという目的に照らしても、原告と住民との交渉の経緯からみて
も、一応は相当なものであつたと評することができるというべきである。
他方、原告も被告の行政指導に応じて、住民との話合いにおいて当初の建築計画を
大幅に縮少するなどして誠実にこれに対処してきたものであつて、最終段階となつ
た第五回及び第六回会合においても、話合いの前提たる日影図の正確性に疑義があ
つたため結局建築計画それ自体については双方に合意が成立するに至らなかつたも
のの、以後も交渉を継続することが了解されており、しかも原告の第三次修正案は
住民側の案であるＣ試案とさほど大きく相違しているものではないから、この段階
においては双方の合意が成立する目前にあり、以後の話合いによつて合意が成立し
紛争が円満に解決する可能性は非常に大きなものとして十分期待できる状態にあつ
たものというべきである。
したがつて、前記一３及び４で説示したところに照らし、本件は、被告の行政指導
が行なわれていた間は、建築確認の申請に対し確認することを留保するについて正
当な事情があつた場合に該当するものと解せられ、そうとすれば被告の建築主事が
その期間確認を留保したことは違法ではないといわなければならない。
もつとも、第六回会合が行なわれた昭和四八年一月二二日の後高度地区の指定がな
された同年四月一九日に至るまでの間は、原告と住民との話合いが行なわれなかつ



たことは前認定のとおりであるが、証人Ａの証言（第一回）によれば、被告として
はこの間行政指導を放棄していたのではなく、当事者の任意な話合いの続行を期待
していたほか、申出があれば話合いの斡旋を積極的に行なう意図であつたこと、ま
た従来の実績と経験から本件の紛争も双方の話合いにより近い将来に解決できるも
のと考えていたことが認められ、被告の担当職員が右のように判断したことは前認
定の話合いの経緯に照らして相当であつたと解せられ、しかも被告の建築課長（建
築主事）は、前認定のように第六回会合の後においても原告が確認を要請するため
に訪れた機会を利用して、原告に対し住民の了解を得るための話合いを指示してい
るのであるから、これらの事実を総合すれば、右の期間中も被告の行政指導はなお
継続中であつたと解すべきといわなければならない。したがつて右期間中も、建築
主事が確認を留保することについての正当な事情はなお存続していたというべきで
ある。
四　原告は、本件建物の建築計画は、本件土地の利用形態として四囲の土地利用状
況に照らして相当な規模のものであり、またこれにつき原告は近隣住民の合意を実
質的に得ているものであつて、被告の建築主事がなんら障害がないのに確認しない
のは、本件土地が近い将来高度地区に指定されることを見越したものであつて違法
であると主張する。しかし、原告の右主張は、以下のとおり失当である。
１　証人Ｂの証言により真正に成立したと認められる甲第一五号証と同証言によれ
ば、本件土地の近隣には、原告の確認申請時以前から四階建以上の中高層建築が散
在していた事実が認められる。しかし、当時の本件土地の近隣の状況等に照らして
本件建物の規模等が相当であるか否かということは、日照阻害を理由とする近隣住
民との紛争を解決するにあたつて当然考慮されるべき重要な一要素であるとして
も、現に紛争が生じている以上は、一方当事者の要求があまりにも不当であるよう
な特殊な場合を除き、この紛争を解決するための行政指導の必要性及び適法性と、
これを理由とする建築主事が確認を留保することの適法性に関する前記一３及び４
の説示には直接影響しないというべきである。本件において、住民側の要求が格別
に不当であつたとまでは解せられないことは明らかであり、現に原告と住民との交
渉が行なわれ、被告の行政指導も継続していたことは前記認定のとおりであり、原
告主張のように仮に本件建物（とくに第三次修正案）が本件土地の利用形態として
相当な規模であるとしても、その問題を含め本件建物の規模をどのようにするかと
いう点について原告と住民の交渉がなされる以上、このことから被告の行政指導が
ただちに違法となり、あるいは建築主事が確認を留保することが当然違法となると
は解することができない。
２　また、本件建物の建築計画については、原告の第三次修正案と住民側のＣ試案
とは大きな相違はなかつたものであるにせよ、第六回会合においても結局のところ
原告と住民に建築計画についての最終的な合意が実質的にも成立していなかつたこ
とは前記のとおりであつて、実質的には住民と合意に達していたとの原告の主張は
なんら認められるところではない。もつとも前記認定によれば、原告はその第三次
修正案について住民側のＤ弁護士の了解をとりつけていたことが認められるけれど
も、証人Ｅの証言によれば、同弁護士は住民が原告との交渉のために依頼した弁護
士であるが、住民側としては話合いの際に住民の立場から意見を述べてもらうこと
を委ねたにとどまり、住民を代理して建築計画について承認するなどの事項につい
て具体的な権限を授与したことはないことが認められる（原告もこの事情を知つて
いたからこそ、同弁護士との話合いの後も住民との会合に出席し、住民に対して直
接に建築計画の承認を求めていたものと解せられる。）から、右の事実によつて
は、原告と住民に合意が成立したということはできない。さらに原告は、第五回及
び第六回会合において、住民は原告の建築計画自体については反対しなかつたと主
張するが、前記認定によれば、必ずしも右主張事実は認められないのみならず、右
会合においては、主として日影図の正確性が問題にされたのであり、いわば建築計
画の当否を論ずる前提問題について論議がなされていたのであるから、正確な日影
図に基づいて、建築計画の具体的内容についての交渉が後日なされることを、当然
に前提としていたものと解され、原告主張のように、原告と住民との間に合意が成
立していたとみることはできない。
３　さらに、いずれも成立に争いのない甲第二七、二八号証、乙一四号証の一ない
し四と証人Ａ（第二回）、同Ｈ、同Ｆの各証言によれば、高度地区指定に関する被
告の原案は、本件土地について、北側の一部分が第一種高度地区に、本件土地の主
要部分であるその余の部分が第三種高度地区に指定する予定になつていたものであ
るところ、昭和四八年一月末ころ、右の第三種の部分を第二種に変更することを内



容とする調整案が東京都から被告に対し示され、これに対し被告が同年二月中旬こ
ろ都に提出した意見は、基本的には当初の被告の案が望ましいとしながらも、本件
土地を含む部分については、他の一部の地区とは異なり、被告としても特に積極的
には調整案に反対しない内容のものであつたことが認められ、この認定事実によれ
ば被告（担当の建築課職員）としても近い将来本件土地の大部分が第二種（一部は
第一種）高度地区に指定されることは予見することが十分可能であつたと解すべき
であり、また、証人Ａの証言（第二回）によれば、被告のＡ建築課長としては、本
件土地が高度地区に指定される前から、本件建物が将来なされる高度地区の指定に
合致することを望んでいたことが窺える。しかし、そうであるからといつて、原告
の申請に対して、被告の建築主事が第六回会合（昭和四八年一月二二日）以降も確
認を留保した理由は、前記認定のとおり、原告と住民の話合いがさらに継続され、
紛争が円満に解決することを期待し、また申出により被告としてもその斡旋を行な
う意図で行政指導を続けていたことに基づくものであつて、本件土地が将来高度地
区に指定されることを理由とするものとは認められないことが明らかである。そし
て、原告と住民の話合いが続けられ、双方に合意が成立することを被告（担当職
員）が期待したことは、前記のとおり本件における話合いの経緯に照らして相当か
つ当然というべきであり、そうである以上は、Ａ建築課長が主観的に高度地区の指
定に合致した建築計画を望んでいたとしても、以上の結論には影響しないものとい
わなければならない。
五　原告は、さらに本件においては被告の行政指導がそれ自体違法であると主張す
る。しかし、前記四の判示に加え、以下述べるとおり、右主張もまた失当といわざ
るをえない。
１　行政指導は、行政機関が、公の行政目的を達成するため、相手方の自発的な協
力、同意に基づき一定の作為あるいは不作為を実行するよう働きかける事実行為で
あるが、これが右の要件を充たし、社会通念上相当な方法と態様により行なわれ、
かつこれにより達成しようとする行政目的が全法秩序に照らし適法かつ相当なもの
と認められる限りにおいては、必ずしも明文の根拠規定が存しない場合であつても
これを行なうことは許されるものと解すべきである。
もつとも、本件のように一方において建築確認という行政機関固有の権限を背景に
して行なわれる行政指導は、ただちに右の要件のうち「相手方の自発的な協力、同
意」という要件を充たさないとはいえないまでも、通常は相手方に対する事実上の
強制的要素が客観的に存在すると解せられるから、このような行政指導が前記の要
件等に照らして違法であつた場合には、国あるいは地方公共団体等は、行政指導が
相手方に対する法的強制力ないしは拘束力がないことを理由に国家賠償法上の損害
賠償責任を免れることはできないといわなければならない（なお、行政指導は、同
法一条一項の「公権力の行使」に該当するものと解すべきである。）。
２　そこで本件における被告の行政指導の適否を前記三認定の経緯に照らして判断
することとする。
（一）　まず、本件における被告の行政指導の目的が、原告と住民との話合いによ
り建築計画についての合意を成立させることにより、双方の利害を調整するととも
に日照その他の住環境を快適に維持保全することにあることは明らかであるとこ
ろ、右の目的が法の趣旨目的に沿うものであり、また社会通念からしても相当なも
のであることは、すでに判示したところから明白というべきである。そして、原告
が被告の行政指導を了解しこれに任意に応じて住民との交渉に誠実に対処したこと
は前記認定のとおりであり、行政指導の方法、態様も原告と住民との話合いの経緯
との対応において格別不相当とも認められず、むしろ当事者間に合意を成立させる
ため双方の自主的な話合いを促し、あるいはこれを斡旋した方法は、本件における
行政指導としては適当なものであつたと解することができるのである。
したがつて、本件における被告の行政指導は、前記１の要件を充たしており、これ
を違法なものとすることはできないというべきである。
（二）　原告は、原告の第三次修正案は原告としては最終的な確定案であり、これ
をさらに変更するつもりはなく、第六回会合以降原告は被告の行政指導を拒否して
いたものであり、行政指導を継続することは無意味であつたと主張する。
しかし、前記認定事実によれば、結果的に最後の話合いとなつた第六回会合におい
ては、なお正確な日影図に基づいて双方の話合いを継続することが予定されていた
のであり、原告の主観的意図はともかく、さらに第三次修正案について住民からの
具体的な要望が出され、これがなお部分的にせよ変更されることは当然に予想され
たほか、話合いの結果により近い将来双方に合意が成立する可能性が当時としては



大いに期待できたのであるから、右の時点以降の行政指導が無意味であつたという
ことはできない。原告はこの間建築主事に対しすみやかに確認すべきことを求めて
いるが、従来も原告は一方ですみやかな確認を求めながら他方では行政指導に応じ
て住民との話合いに誠実に対処していたものであるから、右の事実によつても原告
が第六回会合以降の行政指導を一切拒否していたとまでは解することができない。
なお、原告が本訴を提起した昭和四八年二月二七日以降本件土地が高度地区に指定
された同年四月一九日までの間、被告が原告に対し行政指導として具体的な働きか
けを行なつたことを認めるに足る証拠はないが、前記三３の判示のとおり、この間
も被告としては原告と住民の自主的な話合いによる円満な紛争解決を期待し、申出
によりその斡旋を行なう意図でなお行政指導を継続していたものと評価すべきであ
り、被告の行政指導を必要とする状況も存続していたと解すべきであるから、いわ
ば原告と住民双方の合意が成立する目前ともいうべき最終段階であるこの期間にお
ける被告の右のような消極的な態度は、結果において高度地区の指定により本件建
物の建築が不能になるという原告に一方的に不利な結着を招いたという点におい
て、いささか不親切、不適切の誹りを免れないとしても、これを格別に違法とまで
は断ずることができない。
（三）　さらに原告は、建築主事には私人間の民事紛争に介入する権限はなく、ま
た指導要綱は、本件に適用できないのみならず、行政指導は法的拘束力を有しない
からこれを拒否していた原告になお行政指導を続けることは、一方的な犠牲を強い
るものとして違法であると主張する。
もとより指導要綱は、条例、規則その他の正規の法規とは解せられず、関係者ある
いは行政機関内部に対する行政上の指針を示したものにすぎず、これが法的強制力
を有するものでないことは原告主張のとおりである。したがつて、指導要綱が本件
における行政指導の法規上の根拠規定とはなりえないことは当然である。
しかし、行政指導それ自体は、明文の法規上の根拠を有しない場合であつても、一
定の要件のもとに許され、本件における被告の行政指導が右要件を充たしたもので
あることはすでに前記１及び２（一）で説示したとおりである。そして、そうであ
るならば、建築主事が本件のような行政指導を行なうことは、明文の法規上の根拠
規定が存しないとしても、法的、社会的にみてなんら不相当とも解せられない（む
しろ法の趣旨からすれば、これを是認しているものと解される。）から、これが本
件の行政指導を違法ならしめる理由にはならないといわなければならない　（もつ
とも本件の行政指導の主体は、従前の行政指導の方針を明文化した指導要綱（前提
乙第一号証の一）に規定されているように区長であると解すべきであり、実際にそ
の任にあたつた被告の担当職員らはその補助機関としてこれを行なつたものと解す
るのが相当である。）。
また、指導要綱が右のような性質のものと解される以上、これが原告の確認申請の
後において制定され実施されたものであるとしても、原告に対する行政指導が指導
要綱に基づいて行なわれることは、なんら行政指導自体を違法とする理由とはなり
えないといわなければならない。
さらに、原告が被告の行政指導を一切拒否していたとまでは解せられないことは前
記（二）のとおりであり、また前記認定の諸事情を総合しても、本件における被告
の行政指導が原告に対し一方的に犠牲を強いる内容のものであつたとは解せられな
い。
結局原告の主張は失当というほかない。
六　以上の次第であるから、原告が近隣住民との交渉において、誠実に対処してき
たことは十分認められるところであるけれども、そうであるとしても被告の建築主
事が原告の申請に対し確認を留保したこと、あるいは被告の行政指導それ自体をも
つて違法であるということはできず、原告の主張は、結局すべて理由がないことに
帰するものといわざるをえない。
よつて、その余の点について判断するまでもなく、原告の本訴請求は失当としてこ
れを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判
決する。
（裁判官　内藤正久　山下　薫　三輪和雄）
別紙（省略）


